
●問い合わせ先　企画課　企画広報班（合志庁舎）　☎248‒1813

 

問
い
合
わ
せ
先
　
健
康
づ
く
り
推
進
課
　
国
保
年
金
班
（
西
合
志
庁
舎
）

☎
（
２
４
２
）
１
１
８
３

熊
本
西
年
金
事
務
所
　
☎
（
３
５
３
）
０
１
４
２

く
ら
し
を
支
え
る
　基
礎
年
金

　
公
的
年
金
の
給
付
は
、
老
齢
基
礎
年
金
・

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
の
３
種
類

が
あ
り
ま
す
。

　老
後
を
支
え
る

老
齢
基
礎
年
金

　
65
歳
以
降
、
国
民
年
金
か
ら
「
老
齢
基
礎

年
金
」
を
終
身
に
わ
た
っ
て
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い

ほ
ど
（
上
限
は
40
年
・
４
８
０
月
）
、
老
後

に
受
け
取
る
年
金
額
も
多
く
な
り
、
短
け
れ

ば
受
け
取
る
年
金
額
は
少
な
く
な
り
ま
す
。

※

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
期
間
に
つ
い

て
は
、
老
齢
厚
生
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。
年
金
額
は
、
過
去
報
酬
と
加
入
期
間

に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
と
き

障
害
基
礎
年
金

　
病
気
や
け
が
が
原
因
で
障
が
い
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年

金
で
す
。

受
給
要
件

①
20
歳
〜
60
歳
ま
で
の
国
民
年
金
の
被
保
険

　
者
期
間
中
に
初
め
て
受
診
し
た
病
気
や

け
が
が
原
因
で
、
一
定
の
障
が
い
状
態
に

な
っ
た
と
き

②
被
保
険
者
の
資
格
を
失
っ
た
あ
と
、
60
歳

以
上
65
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
の
状
態

に
な
っ
た
と
き

③
20
歳
前
に
初
め
て
受
診
し
た
病
気
や
け
が

で
、
一
定
の
障
が
い
状
態
に
な
っ
た
と
き

※
障
害
基
礎
年
金
は
、
す
で
に
老
齢
基
礎
年

金
を
も
ら
っ
て
い
る
人
は
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き

遺
族
基
礎
年
金

　
国
民
年
金
の
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と

き
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

た
「
子
の
あ
る
配
偶
者
」
や
「
子
」
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
配
偶
者
に
支
給
さ
れ
る

と
き
は
、
子
ど
も
の
人
数
に
よ
っ
て
加
算
が

あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
会
社
員
や
公
務
員
で
あ
る
と
き

の
障
が
い
や
死
亡
の
場
合
に
は
、
厚
生
年

金
や
共
済
年
金
か
ら
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

事業の必要性を検証  事務事業検証会
●現状維持のまま取り組むことが求められた事業

・妊婦健診事業　・図書館運営司書配置事業
・庁用共通物品管理事務　・消防施設設置事業
・菊池地域農協農業振興事業
・障がい者団体等活動支援事業
・熊本電鉄安全輸送設備等整備協議会参画事業

経費や公平性の観点から、本当に必要な講座かどうか常に点検を。生涯学習講座開催事業（趣味講座）

まだまだ必要な事業ではあるが、各団体の活動や会計処理など厳密に精査したうえで予算措置を。人権啓発運動団体運営支援事業

指導員の役割成果の評価基準をもっと明確に。介護補助員配置事業などとの統合も検討を。小中学校教育活動指導員配置事業

公園ごとの委託内容を見直し、管理コストの削減を念頭に置いた適正な管理を。都市公園総括型管理事業

要望などへの早急な対応はよいが、優先順位やその基準を明示するなどの対応も必要。道路維持事業

企業誘致のための規制緩和に向け、国や県へ積極的な働き掛けを。企業誘致活動事業

指定管理者の公募による民間のノウハウ導入の検討、より厳密な施設管理委託料・経費の精査を。ふれあい館、みどり館維持管理事業

地域に広めてほしい。達成度がわかりやすいよう、目標設定などを工夫して成果報告を。地域再生拠点創造事業

助成対象年齢を引き上げ、厳しい財政状況をふまえて所得制限を設けるなど市独自政策も検討を。こども医療費助成事業
指摘や改善要望の内容事業名

●改善が求められた事業

市事務事業検証会を実施し、市が行なう事業の必
要性や進め方が適正であるかどうか、市事務事業検
証委員会で検証しました。
検証の対象とした16事業のうち、９事業で改善の必

要性などが指摘されました。この結果は、庁内で今後
の事業の在り方を検討する際の参考にしていきます。

2014 広報こうし10月
KOSHICITY PUBLIC RELATIONS 6

‘みんなですすめるまちづくり’自治基本条例

自治基本条例

 

タバココナジラミ
体長 0.8 ㎜

退緑えそ病で枯れたスイカの葉

ミナミキイロアザミウマ
体長 0.8 ～ 1.4 ㎜

害虫対策でウイルス病のまん延を防ぎましょう
　タバココナジラミやミナミキイロアザミウマは、ウリ類の退緑黄化ウイルス
やメロン黄化えそウイルス、トマト黄化葉巻ウイルスなどを媒介します。
　作物がウイルスに感染すると、深刻な品質低下や収量の減少を招きます。
産地をウイルス病から守るために、栽培終了後は閉め込みなどの対策を行な
い、病気を媒介する害虫を野外へ出さないようにすることが重要です。

●栽培終了後の対策
　閉め込みができるほ場
・栽培終了後は、ハウスを開放せずに閉じた状態で株を抜き取るか地際を
切断し、内部を除草します。
・植物が枯れてしまった状態でハウスを閉め込んでおくと、中の害虫は餌
がなくなり死滅します。
・閉め込みの期間は、10月からの気温低下後は２週間以上、可能であれば
１カ月間閉め込みます。

　閉め込みができないほ場（露地栽培、家庭菜園も含む）
・対象害虫がいる場合は害虫が他の作物のほ場に移動するのを防ぐため、
農薬を散布した後、株を抜き取るなどして速やかに枯らしてください。
・ウイルス病が発生している場合は、植物を抜いて袋などに入れ、密閉しましょう。

夏秋作のウリ類・トマトを栽培する農家・市民の皆さんへ

●問い合わせ先　農政課　農政班（合志庁舎）　　　　☎248‒1445

緑色の葉の黄化や斑点、内側への巻き
込み、株全体の黄化などが見られたら、
ウイルス病の危険性を疑いましょう。

　
皆
さ
ん
は
心
の
健
康
に
つ
い
て
考
え
た
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。
10
月
27
日
（
月
）
か
ら

11
月
２
日
（
日
）
ま
で
、
第
62
回
精
神
保
健

福
祉
普
及
運
動
が
全
国
一
斉
に
開
催
さ
れ
ま

す
。

　
私
た
ち
は
、
日
常
生
活
の
中
で
知
ら
な
い

う
ち
に
ス
ト
レ
ス
を
た
め
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
込
む

こ
と
で
心
の
病
気
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。
心
の
病
気
は
特
別
な
人
が
か
か
る
も

の
で
は
な
く
、
誰
で
も
か
か
る
恐
れ
の
あ
る

病
気
で
す
。

　
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
ま
ず
は
身
近
な
人

や
相
談
機
関
な
ど
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
こ
の
機
会
に
心
の
健
康
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

相
談
機
関

心
の
悩
み
相
談

・
社
会
福
祉
法
人
　
熊
本
い
の
ち
の
電
話

☎
（
３
５
３
）
４
３
４
３

※

毎
月
10
日
は
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
　
　
　

 

　
０
１
２
０
（
７
３
８
）
５
５
６

・
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
　

熊
本
こ
こ
ろ
の
電
話

☎
（
２
８
５
）
６
６
８
８

心
の
健
康
相
談

・
菊
池
保
健
所
　

☎
０
９
６
８
（
２
５
）
４
１
３
８

・
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
（
３
８
６
）
１
１
６
６

※

月
〜
金 

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

第
62
回
精
神
保
健
福
祉
　普
及
運
動
週
間

問
い
合
わ
せ
先
　
福
祉
課
　
障
が
い
福
祉
班
（
西
合
志
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　
☎（
２
４
２
）
１
１
４
９

ス
ト
レ
ス
を
抱
え
込
ん
で
い
ま
せ
ん
か
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